
船舶事故調査報告書 

  令和２年８月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年２月２９日 １９時４４分ごろ 

発生場所 神奈川県横須賀市観音埼東方沖 

 観音埼灯台から真方位１０９°１.７海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°１４.８′ 東経１３９°４６.７′） 

事故の概要  貨物船第百六十八鳳生
ほうせい

丸は、北進中、また、引船大永
たいえい

丸は、台船

T-78 をえい
．．

航して北進中、第百六十八鳳生丸と T-78 とが衝突した。 

事故調査の経過 令和２年３月１８日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 第百六十八鳳生丸、４９９トン 

   １４１１５６、鳳生汽船株式会社 

Ｂ 引船 大永丸、１２２トン 

１４２３８４、崎永海運株式会社 

Ｃ 台船 T-78、３,０００トン 

なし、崎永海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 球状船首部に凹損等 

Ｂ なし 

Ｃ 右舷船尾部に凹損 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南西、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、船長Ａが単独の船橋当直につ

き、浦賀水道航路南口に向けて約１２ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で北進し、右舷船首方約８００ｍを先航するＣ船を

えい
．．

航中のＢ船（以下「Ｂ船引船列」という。）が浦賀水道航路を北

進していたので、その左舷方を追い越すこととした。 

Ａ船は、同航路に入航して北進中、船長Ａが、Ｂ船引船列の左舷側

を安全に追い越すことができると思い、左舷方の街灯りを見ながら考

え事をしていたところ、船首方至近にＣ船の船尾灯を認め、右舵を 

取ったものの、Ａ船の船首部とＣ船の右舷船尾部とが衝突した。 

 Ｂ船引船列は、船長Ｂほか６人が乗り組み、船長Ｂが操船指揮をと

り、航海士を見張りにつけ、浦賀水道航路を約６knの速力で北進し、

船長Ｂが、速力が遅いＢ船引船列が後続の船舶の航行の妨げとなるの

で、針路をやや左に転じて同航路中央寄りを航行した。 



船長Ｂは、レーダーでＡ船が後方から接近していることに気付いた

ものの、Ａ船がＢ船引船列の右舷側を追い越していくものと思い、北

進を続けていたところ、ＶＨＦでＡ船から呼び出され、えい
．．

航してい

たＣ船とＡ船が衝突したことを知った。 

分析  Ａ船は、北進中、船長Ａが、右舷船首方のＢ船引船列の左舷側を安

全に追い越すことができると思い、考え事をしながら航行を続けたこ

とから、船首方至近となったＢ船引船列に気付くのが遅れ、右舵を 

取ったものの、Ｃ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船引船列は、北進中、船長Ｂが、Ａ船がＢ船引船列の右舷側を追

い越していくものと思い、航行を続けたことから、えい
．．

航していたＣ

船がＡ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船及びＢ船引船列が共に北進中、船長Ａが、Ｂ

船引船列の左舷側を安全に追い越すことができると思い、考え事をし

ながら航行を続け、また、船長Ｂが、Ａ船がＢ船引船列の右舷側を追

い越していくものと思い、航行を続けたため、両船が衝突したものと

考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船橋当直者は、継続的に周囲の船舶の動向を監視し、常時、適切

な見張りを行うこと。 

 ・船橋当直者は、接近する他船を認めた場合、早期にＶＨＦで操船

意図を確認すること。 

 


